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第
二
章
　
公
告
式

三
朝
町
公
告
式
条
例

(
跳
和
例
㌔
　
月
　
即
)

(
趣
旨
)

第
一
農
　
地
万
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
縛
第
六
十
七
号
)
第
十
六
条
の
況

定
に
基
く
公
告
式
は
､
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(
条
例
の
公
布
)

寧
妄
　
条
例
を
公
布
し
ょ
-
と
す
る
と
き
ほ
'
公
布
の
旨
の
前
文
及
び
公
布

2
の
雛
絹
…
藍
絹
甑
…
一
絹
最
紺
…
:
o
 
J
な
い
｡

(
規
則
の
公
布
)

第
三
条
　
前
条
の
親
定
は
､
規
則
に
こ
れ
を
準
用
す
る
.

(
規
程
の
公
表
)

第
四
条
　
規
別
を
除
-
は
か
､
町
長
の
定
め
る
規
程
を
公
表
し
ょ
-
と
す
る
と

き
は
'
公
布
若
し
-
は
公
表
の
旨
の
前
文
'
年
月
日
及
び
町
長
名
を
記
入
し

第
一
編
　
通
則
　
(
公
告
式
条
例
)

(

〔島中Ⅹ〕

て
打
抜
印
,
t
J
対
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

2
　
幻
二
条
第
l
扇
L
3
鮎
‥
止
は
､
前
項
の
規
程
に
こ
れ
を
準
用
す
る
o

(
そ
の
他
の
規
則
及
び
浅
程
の
公
表
)

第
五
条
　
等
一
条
の
規
定
は
､
議
会
の
会
議
規
則
､
傍
揺
人
板
持
規
則
'
選
挙

管
珪
委
員
会
及
び
そ
の
他
町
の
機
関
の
定
的
る
親
別
で
公
表
を
要
す
る
も
の

に
こ
れ
を
準
用
す
る
D
こ
の
塘
合
に
お
い
て
'
一
町
長
｣
と
あ
る
の
は
､

｢
当
該
税
関
又
は
当
該
機
野
で
代
琴
丁
ヱ
T
J
と
読
み
苧
見
る
も
の
と
す

る
｡

2
　
第
E
l
条
の
規
定
は
､
町
の
機
関
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
頭
す
る
も
の
に

こ
れ
を
準
川
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
同
条
約
l
項
中
｢
町
長
名
｣
と
あ

る
の
は
｢
当
該
機
関
名
又
は
当
該
機
関
を
代
表
す
る
者
の
名
｣
､
｢
町
長
抑
｣

と
あ
る
の
は
｢
当
該
機
関
又
は
当
該
機
関
を
代
表
す
る
者
の
印
｣
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
｡

(
施
行
期
日
)

第
六
条
　
規
別
又
は
町
の
機
的
6
1
定
め
る
規
則
若
し
く
は
規
程
は
､
そ
れ
ぞ
れ

当
該
規
則
又
は
規
転
を
以
っ
て
特
に
施
行
期
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

附

　

則

l
　
こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

2
　
三
相
町
公
布
式
条
例
(
昭
和
タ
イ
)
t
年
　
目
　
条
例
筋
/
　
号
)
は
'

廃
止
す
る
o

t
〇
二
　
二
一
〇
)


